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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央管理装置と通信回線を介して通信可能に接続する接続手段と、定期的に前記接続手
段によって前記中央管理装置と前記通信回線を介して通信可能に接続し、顧客に対して定
期的な使用状況報告や稼動品質確認を行うために必要な当該画像形成装置の状態を示す状
態情報を前記通信回線を介して前記中央管理装置へ通報する定期通報手段と、異常事象又
は異常事前事象等の通報要因が発生した場合に、前記接続手段によって前記中央管理装置
と前記通信回線を介して通信可能に接続し、その発生要因を前記状態情報と共に前記通信
回線を介して前記中央管理装置へ通報する不定期通報手段とを有する画像形成装置におい
て、
　前記定期通報手段による定期通報の開始直前に、その定期通報の間隔より短い所定期間
内に前記不定期通報手段による不定期通報があったか否かを判定する不定期通報有無判定
手段と、該手段によって前記不定期通報手段による不定期通報がなかったと判定した場合
にのみ、前記定期通報手段による今回の定期通報を許可する定期通報許可手段とを設けた
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像形成装置において、
　前記所定期間を変更可能に設定する期間設定手段を設けたことを特徴とする画像形成装
置。
【請求項３】
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　請求項１又は２記載の画像形成装置において、
　前記定期通報手段が、予め設定された通報日時に達した場合に、前記状態情報を前記通
信回線を介して前記中央管理装置へ通報する手段であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の画像形成装置において、
　前記定期通報手段が、用紙使用枚数が予め設定された通報枚数に達した場合に、前記状
態情報を前記通信回線を介して前記中央管理装置へ通報する手段であることを特徴とする
画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１又は２記載の画像形成装置において、
　前記定期通報手段が、当該画像形成装置の使用時間が予め設定された通報時間に達した
場合に、前記状態情報を前記通信回線を介して前記中央管理装置へ通報する手段であるこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の画像形成装置において、
　前記定期通報許可手段の動作を禁止する動作禁止手段を設けたことを特徴とする画像形
成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、中央管理装置により通信回線を介して遠隔管理される複写機，ファクシミリ
装置，プリンタ等の各種画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
画像形成装置としては、既知の感光体静電プロセスを用いて用紙（普通紙）に画像形成す
るものが一般的であるが、このような感光体静電プロセスを行なう機構からは、トラブル
（異常）が発生する割合も高く、更に性能維持のための定期的なオーバホールの必要性か
ら、保守管理のサービス体制を採っている。
例えば、画像形成装置を購入した顧客（ユーザ）に対して定期的な使用状況報告や稼働品
質確認を行うため、その画像形成装置の状態を示す状態情報を定期的に取得する必要があ
る。
【０００３】
　そこで、画像形成装置として、サービスセンタに設置されている中央管理装置と電話回
線（公衆回線）等の通信回線を介して通信可能に接続する接続手段（通信装置）を設け、
定期的に接続手段によって中央管理装置と通信回線を介して通信可能に接続し、顧客に対
して定期的な使用状況報告や稼動品質確認を行うために必要な、当該画像形成装置の状態
（例えば当該画像形成装置の設置時からの経過時間，用紙使用枚数，当該画像形成装置の
使用時間など）を示す状態情報を通信回線を介して中央管理装置へ通報する定期通報と、
異常事象（自己診断異常）又は異常事前事象（事前警告）等の通報要因が発生した場合に
、接続手段によって中央管理装置と通信回線を介して通信可能に接続し、その発生要因を
上記状態情報と共に通信回線を介して中央管理装置へ通報する不定期通報とを行うように
したものがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、定期通報と不定期通報を行う画像形成装置では、中央管理装置への通報が
多発する場合が考えられ、本来の使用目的の画像形成装置の使用環境に支障を来す恐れや
顧客の通信環境に支障を来す恐れがある。
この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、画像形成装置による中央管理装置への
通報の多発を回避しつつ、その中央管理装置側で画像形成装置の保守管理を行えるように
することを目的としている。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、中央管理装置と通信回線を介して通信可能に接続する接続手段と、定期的
に上記接続手段によって中央管理装置と通信回線を介して通信可能に接続し、顧客に対し
て定期的な使用状況報告や稼動品質確認を行うために必要な当該画像形成装置の状態を示
す状態情報を、通信回線を介して中央管理装置へ通報する定期通報手段と、異常事象又は
異常事前事象等の通報要因が発生した場合に、上記接続手段によって中央管理装置と通信
回線を介して通信可能に接続し、その発生要因を上記状態情報と共に通信回線を介して中
央管理装置へ通報する不定期通報手段とを有する画像形成装置において、上記の目的を達
成するため、次のようにしたことを特徴とする。
【０００６】
　請求項１の発明による画像形成装置によれば、定期通報手段による定期通報の開始直前
に、その定期通報の間隔より短い所定期間内に不定期通報手段による不定期通報があった
か否かを判定する不定期通報有無判定手段と、該手段によって不定期通報手段による不定
期通報がなかったと判定した場合にのみ、定期通報手段による今回の定期通報を許可する
定期通報許可手段とを設けたものである。
　請求項２の発明による画像形成装置によれば、請求項１の画像形成装置において、上記
所定期間を変更可能に設定する期間設定手段を設けたものである。
【０００７】
請求項３の発明による画像形成装置によれば、請求項１又は２の画像形成装置において、
定期通報手段を、予め設定された通報日時に達した場合に、上記状態情報を通信回線を介
して中央管理装置へ通報する手段としたものである。
請求項４の発明による画像形成装置によれば、請求項１又は２の画像形成装置において、
定期通報手段を、用紙使用枚数が予め設定された通報枚数に達した場合に、上記状態情報
を通信回線を介して中央管理装置へ通報する手段としたものである。
【０００８】
請求項５の発明による画像形成装置によれば、請求項１又は２の画像形成装置において、
定期通報手段を、当該画像形成装置の使用時間が予め設定された通報時間に達した場合に
、上記状態情報を通信回線を介して中央管理装置へ通報する手段としたものである。
請求項６の発明による画像形成装置によれば、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の画
像形成装置において、定期通報許可手段の動作を禁止する動作禁止手段を設けたものであ
る。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図面に基づいて具体的に説明する。
図１は、この発明を実施する画像形成装置の要部構成例を示す機能ブロック図である。
【００１０】
この画像形成装置は、画像形成部１，操作表示部２と、この発明に係わる定時情報発信検
出部３，定時情報通報部４，異常検出部５，異常情報通報部６，最新（最終）異常通報情
報記憶部７，および定時情報発信比較可否判定部８とを備えている。
そのうち、定時情報発信検出部３，定時情報通報部４，異常検出部５，異常情報通報部６
，最新異常通報情報記憶部７，定時情報発信比較可否判定部８は、ＣＰＵ（中央処理装置
），プログラムＲＯＭ，ＲＡＭを含むマイクロコンピュータを用いて構成している。
【００１１】
画像形成部１は、図示しないパーソナルコンピュータ等の外部装置からの画像情報あるい
は図示しないスキャナ部からの画像情報に基づいて用紙上に画像形成を行う。
操作表示部２は、各種情報を入力するための操作部と、各種情報を表示する表示部とによ
って構成されている。
【００１２】
　定時情報発信検出部３は、（１）～（３）のいずれかに示すタイミング（各タイミング
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を組み合わせてもよい）で定時情報（顧客に対して定期的な使用状況報告や稼動品質確認
を行うために必要な、当該画像形成装置の設置時からの経過時間，用紙使用枚数，当該画
像形成装置の使用時間などの当該画像形成装置の状態を示す状態情報）の発信を検出する
。
（１）予め設定された通報日時（例えば毎月１回又は数ヶ月に１回の所定日時）への到達
時
（２）用紙使用枚数の予め設定された通報枚数への到達時
（３）当該画像形成装置の使用時間の予め設定された通報時間への到達時
　なお、それらのタイミングは、操作表示部２からの指示情報によって変更可能に設定す
ることができる。
【００１３】
定時情報通報部４は、接続手段および定期通報手段としての機能を有しており、定時情報
発信検出部３によって定時情報の発信が検出され、且つ定時情報発信比較可否判定部８に
よって定時情報の通報が許可された場合に、図示しない中央管理装置と通信回線を介して
通信可能に接続し、定時情報を通信回線を介して中央管理装置へ通報する。この通報を定
時通報という。
異常検出部５は、通報要因としての異常事象又は異常事前事象が発生した場合に、その事
象を検出する。
【００１４】
異常情報通報部６は、接続手段および不定期通報手段としての機能を有しており、異常検
出部５によって異常事象が検出された場合に、中央管理装置と通信回線を介して通信可能
に接続し、その異常事象を示す情報をサービスマンコール情報（自己診断異常情報）とし
て定時情報と共に通信回線を介して中央管理装置へ通報する。この通報をサービスマンコ
ール通報（自己診断異常通報）という。また、異常検出部５によって異常事前事象が検出
された場合に、中央管理装置と通信回線を介して通信可能に接続し、その異常事前事象を
示す情報をアラーム情報（事前警告情報）として定時情報と共に通信回線を介して中央管
理装置へ通報する。この通報をアラーム通報（事前警告通報）という。
【００１５】
最新異常通報情報記憶部７は、異常情報通報部６による最新のサービスマンコール（以下
「ＳＣ」と略称する）通報又はアラーム（以下「ＡＬ」と略称する）通報の結果（最新通
報日時，用紙使用枚数，又は当該画像形成装置の使用時間を含む）と、その通報情報であ
るＳＣ情報又はＡＬ情報と共に通報した付加情報としての定時情報とからなる発信履歴情
報（ログ情報）を最新異常通報情報として記憶する。
【００１６】
　定時情報発信比較可否判定部８は、不定期通報有無判定手段，定期通報許可手段，期間
設定手段，および動作禁止手段としての機能を有しており、定時情報通報部４による定時
通報（定期通報）の開始直前に、最新異常通報情報記憶部７に記憶されている最新異常通
報情報、つまり異常情報通報部６による最新のＳＣ通報（不定期通報）又はＡＬ通報（不
定期通報）時の発信履歴情報に基づいて、定期通報の間隔より短い所定期間内に異常情報
通報部６によってＳＣ通報又はＡＬ通報を行ったか否かを判定し、所定期間内にＳＣ通報
又はＡＬ通報を行っていないと判定した場合にのみ、定時情報通報部４による今回の定時
通報を許可する。また、操作表示部２からの指示情報により、上記所定期間を変更可能に
設定したり、定時情報通報部４による定時通報の開始直前に行う上述した動作を禁止する
こともできる。
【００１７】
図２は、この画像形成装置におけるこの発明に係わる処理の一例を示すフローチャートで
ある。
この画像形成装置は、定期的に図２の処理ルーチンをスタートし、まず定時情報の発信の
有無をチェックして、定時情報の発信を検出しなかった場合は、画像形成開始指示の有無
をチェックし、画像形成開始指示があった場合は、画像形成動作を行う。つまり、画像形
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成開始指示が図示しない外部装置からのプリント開始指示の場合は、その外部装置からの
画像情報に基づいて画像形成部１が用紙上に画像形成を行う。画像形成開始指示が操作表
示部２からのコピー開始指示の場合は、図示しないスキャナ部が原稿の画像情報を読み取
り、その読み取り画像情報に基づいて画像形成部１が用紙上に画像形成を行う。
【００１８】
次いで、異常事象又は異常事前事象の検出の有無をチェックし、異常事象又は異常事前事
象を検出しなければ処理を終了するが、異常事象又は異常事前事象を検出すれば中央管理
装置と通信回線を介して通信可能に接続し、その異常事象を示すＳＣ情報又は異常事前事
象を示すＡＬ情報を定時情報と共に通信回線を介して中央管理装置へ通報した後、その通
報結果（最新通報日時，用紙使用枚数，又は当該画像形成装置の使用時間を含む）および
ＳＣ情報又はＡＬ情報と共に通報した定時情報からなる発信履歴情報を最新異常通報情報
としてＲＡＭ（最新異常通報情報記憶部７）に記憶し、処理を終了する。
【００１９】
　一方、定時情報の発信を検出した場合は、定時通報の開始直前に、ＲＡＭに記憶されて
いる最新異常通報情報を取得し、その情報に基づいて定期通報の間隔より短い所定期間内
にＳＣ情報又はＡＬ情報の通報を行ったか否かを判定し、所定期間内にＳＣ情報又はＡＬ
情報の通報を行っていない場合にのみ今回の定時情報の通報を許可し、その通報を実行す
る。
　ここで、ＲＡＭ内の最新異常通報情報に最新通報日時（例えば年月日時分）が含まれて
いる場合は、予め設定された所定期間（この例では現在の日時から所定時間以前までの期
間）内にＳＣ情報又はＡＬ情報の通報を行ったか否かを判定し、所定期間内にＳＣ情報又
はＡＬ情報の通報を行っていない場合にのみ今回の定時情報の通報を許可する。
【００２０】
あるいは、ＲＡＭ内の最新異常通報情報に用紙使用枚数（積算画像形成枚数）が含まれて
いる場合は、予め設定された所定期間（この例では現在の使用枚数から所定枚数以前まで
の期間）内にＳＣ情報又はＡＬ情報の通報を行ったか否かを判定し、所定期間内にＳＣ情
報又はＡＬ情報の通報の通報を行っていない場合にのみ今回の定時情報の通報を許可する
。
あるいはまた、ＲＡＭ内の最新異常通報情報に当該画像形成装置の使用時間（稼動時間）
が含まれている場合は、予め設定された所定期間（この例では現在の日時から所定使用時
間以前までの期間）内にＳＣ情報又はＡＬ情報の通報を行ったか否かを判定し、所定期間
内にＳＣ情報又はＡＬ情報の通報を行っていない場合にのみ今回の定時情報の通報を許可
する。
【００２１】
　図３は、この画像形成装置における定時通報のタイミングを説明するための説明図であ
る。
　この画像形成装置は、例えば図３に示すように、定時情報の発信を検出した時点１（図
３では丸付き数字）では、それ以前の所定期間ａ（ａは定時通報の間隔ｂより短い）内に
ＡＬ通報を行っているため、定時通報は行わず、次に定時情報の発信を検出した時点２（
図３では丸付き数字）で、それ以前の所定期間ａにＳＣ通報，ＡＬ通報のいずれも行って
いないため、定時通報を行う。
【００２２】
　このように、この実施形態の画像形成装置によれば、通報日時への到達時，用紙使用枚
数の通報枚数への到達時，又は当該画像形成装置の使用時間の通報時間への到達時の定時
通報（定期通報）開始直前に、定時通報の間隔より短い所定期間内にＳＣ通報（不定期通
報）又はＡＬ通報（不定期通報）を行ったか否かを判定し、所定期間内にＳＣ通報又はＡ
Ｌ通報を行っていない場合にのみ、今回の定時通報を許可することにより、トラフィック
を軽減して定時又はその付近の定時情報を中央管理装置に取得させることができるため、
画像形成装置による中央管理装置への通報の多発を回避しつつ（画像形成装置の使用環境
および顧客の通信環境を最適に保ちつつ）、中央管理装置側では画像形成装置を購入した
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を行うことができる。
【００２３】
また、上記所定期間を変更可能に設定できるようにすれば、顧客の要求により、画像形成
装置の使用環境および顧客の通信環境、あるいは画像形成装置の保守管理を選択的に重視
することが可能になる。
さらに、定時情報通報部４による定時通報の開始直前に行う定時情報発信比較可否判定部
８の動作を禁止可能にすることにより、画像形成装置の保守管理を確実に行うことができ
る。
【００２４】
なお、この実施形態においては、通報日時，通報枚数，又は通報時間を使用することによ
り、通報日時への到達時，用紙使用枚数の通報枚数への到達時，又は当該画像形成装置の
使用時間の通報時間への到達時の定時通報（定期通報）開始直前に、定時情報発信比較可
否判定部８が上述した動作を行うようにしたが、通報日時，通報枚数，通報時間を任意に
組み合わせて使用することもできる。
また、この実施形態では、異常検出部５が異常事象および異常事前事象を検出できるが、
そのいずれか一方の事象のみを検出できるようにし、定時情報発信比較可否判定部８がそ
の検出に対応する動作を行うようにすることもできる。
【００２５】
以上、この発明をスキャナ機能とプリンタ機能を有する画像形成装置（デジタル複写機，
ファクシミリ装置，複合機に相当する）に適用した実施形態について説明したが、この発
明はこれに限らず、少なくともプリンタ機能を有する画像形成装置（プリンタ等）に適用
し得るものである。また、この発明をパーソナルコンピュータ等の情報処理装置に応用す
ることもできる。
【００２６】
【発明の効果】
以上説明してきたように、この発明の画像形成装置によれば、トラフィックを軽減して定
時又はその付近の定時情報を中央管理装置に取得させることができるため、画像形成装置
による中央管理装置への通報の多発を回避しつつ、その中央管理装置側では画像形成装置
を購入した顧客に対して定期的な使用状況報告や稼働品質確認を行え、その画像形成装置
の保守管理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明を実施する画像形成装置の要部構成例を示す機能ブロック図である。
【図２】図１に示した画像形成装置におけるこの発明に係わる処理の一例を示すフロー図
である。
【図３】図１に示した画像形成装置における定時通報のタイミングを説明するための説明
図である。
【符号の説明】
１：画像形成部　　　　　２：操作表示部
３：定時情報発信検出部　４：定時情報通報部
５：異常検出部　　　　　６：異常情報通報部
７：最新異常通報情報記憶部
８：定時情報発信比較可否判定部
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